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本
会
議
委
員
会

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を

ま
す
。

本
会
議・委
員
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
放
映
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

内
閣
府
令
の
改
正
に
伴
い
、
関

係
す
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

第
58
号　
町
田
市
立
学
校
設

置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

第
54
号　
町
田
市
特
定
教
育

・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域

型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

可
決
し
た
主
な

可
決
し
た
主
な

議
案
の
内
容

議
案
の
内
容

市議会ホームページをご覧ください。市議会ホームページをご覧ください。
https://www.gikai-machida.jp/https://www.gikai-machida.jp/

　町田市議会のホームページを開設しています。
会議録の検索、議会の会期日程や議案の審議結果等の最
新情報、議員の紹介、過去
の市議会だよりなどを掲載
しています。
　また、本会議、常任委員
会や特別委員会のライブ中
継、録画配信もインターネ
ットで行っています。スマ
ートフォンやタブレット端
末でもご覧いただけます。

　

金
井
町
・
藤
の
台
団
地
地
区
の

町
区
域
の
新
設
及
び
住
居
表
示
の

実
施
に
伴
い
、
当
該
地
区
に
所
在

す
る
町
田
市
立
学
校
の
位
置
の
表

記
を
改
め
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。

第
59
号　
消
防
ポ
ン
プ
自
動

車
購
入

　

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
更
新
計

画
に
基
づ
き
、
使
用
期
限
が
経
過

す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
買
い

替
え
る
た
め
、
物
品
供
給
契
約
を

締
結
す
る
も
の
で
す
。

第
60
号　
学
校
用
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機

器
購
入

　
「
町
田
市
５
ヵ
年
計
画
17
―
21

重
点
事
業
プ
ラ
ン
」
に
位
置
付
け

ら
れ
た
「
教
育
の
情
報
化
推
進
」

に
基
づ
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た

魅
力
あ
る
授
業
の
環
境
を
整
え
る

こ
と
を
目
的
に
、
市
立
小
・
中
学

校
の
各
普
通
教
室
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク

タ
ー
を
設
置
す
る
た
め
、
物
品
供

給
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

第
61
号　
忠
生
７
３
２
号
線

（
尾
根
緑
道
）
道
路
改
良
工

事
請
負
契
約

　

町
田
市
道
７
３
２
号
線
（
尾
根

緑
道
）
に
お
け
る
通
行
機
能
の
改

善
や
歩
行
者
の
安
全
性
確
保
を
目

的
と
し
て
、
排
水
施
設
の
整
備
及

び
道
路
の
舗
装
等
を
行
う
工
事
請

負
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

持
続
化
給
付
金
の
事
務
委
託

を
め
ぐ
る
問
題
の
真
相
究
明

を
求
め
る
意
見
書

オ
ン
ラ
イ
ン
本
会
議
の
実
現

に
必
要
と
な
る
地
方
自
治
法

改
正
を
求
め
る
意
見
書

　

急
を
要
す
る
感
染
症
対
策
議
案

の
審
議
、
議
決
が
求
め
ら
れ
る
事

態
が
、
現
実
の
も
の
と
し
て
想
定

さ
れ
て
い
る
。
定
足
数
を
満
た
す

人
数
の
議
員
が
参
集
で
き
な
い
状

態
で
も
、
議
案
審
議
、
表
決
な
ど

の
議
会
運
営
方
法
が
確
立
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
、
首
長
の
専
決
処
分

を
漫
然
と
許
す
こ
と
と
な
る
。
ま

た
、
少
子
高
齢
化
社
会
が
到
来
す

る
中
で
、
育
児
や
介
護
で
容
易
に

外
出
で
き
な
い
議
員
で
も
職
責
が

果
た
せ
る
手
段
が
、
多
様
性
確
保

の
観
点
か
ら
も
求
め
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
非
常
時
に
地
方
議
会

の
判
断
で
、
遠
隔
審
議
・
議
決
を

可
能
と
す
る
地
方
自
治
法
の
改
正

を
強
く
要
請
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
３
件
宛
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
が
大
き
い
中
小
企
業
等
へ

の
持
続
化
給
付
金
支
給
の
事
務
委

託
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
７
６

９
億
円
で
落
札
し
た
一
般
社
団
法

人
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
推
進
協
議

会
は
、
広
告
大
手
・
電
通
に
７
４

９
億
円
で
再
委
託
、
さ
ら
に
子
会

社
に
外
注
し
て
い
る
。
中
小
企
業

庁
の
前
田
泰
宏
長
官
と
推
進
協
議

会
の
平
川
健
司
業
務
執
行
理
事
と

の
関
係
や
経
済
産
業
省
が
再
委
託

等
を
把
握
し
な
い
ま
ま
事
業
が
進

め
ら
れ
て
い
た
問
題
な
ど
、
経
産

省
と
広
告
大
手
・
電
通
と
の
〝
癒

着
〟
と
も
い
え
る
関
係
が
疑
わ
れ

て
い
る
。
よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
、

持
続
化
給
付
金
の
事
務
委
託
を
め

ぐ
る
問
題
の
真
相
究
明
を
求
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
５
件
宛
て

　

令
和
２
年
第
１
回
定
例
会
に
お

い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
、

教
育
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結
果

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

『
新
町
田
市
史
』
発
刊
の
促

進
を
求
め
る
請
願

請
願
項
目

　

�

１　
『
新
町
田
市
史
』
の
編
纂

に
早
急
に
着
手
す
る
こ
と

　

�

２　

市
民
が
所
有
し
て
い
る
古

文
書
な
ど
を
収
集
す
る
窓
口
を

早
急
に
開
設
す
る
こ
と

処
理
報
告�

　

町
田
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
構
築
を
通
じ
て
新
た
な
市
史
に

収
録
す
る
内
容
を
整
理
し
ま
す
。

そ
の
上
で
、
社
会
情
勢
や
デ
ジ
タ

ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
公
開
後
の
利
用

状
況
を
検
証
し
、
新
町
田
市
史
の

編
さ
ん
手
法
を
検
討
し
ま
す
。

　

ま
た
、
自
由
民
権
資
料
館
が
市

内
の
歴
史
資
料
に
関
す
る
窓
口
で

あ
る
こ
と
を
広
く
周
知
す
る
た
め
、

資
料
館
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
加
え
、
「
広
報
ま
ち

だ
」
で
案
内
す
る
な
ど
、
市
民
へ

の
呼
び
か
け
を
継
続
し
て
行
い
ま

す
。

請
願
の

請
願
の

処
理
経
過
及
び

処
理
経
過
及
び

結
果
報
告

結
果
報
告

議
員
提
出
議
案

意
見
書

意
見
書（
要
旨
）

（
要
旨
）

本
定
例
会
で
は
意
見
書
２
件
を

可
決
し
、
議
長
名
で
関
係
行
政

庁
へ
提
出
し
ま
し
た
。
要
旨
は

次
の
と
お
り
で
す
。

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
①
政
務
活
動

費
の
収
支
報
告
書
、
領
収
書
、
会

計
帳
簿
そ
し
て
政
務
活
動
費
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
の
文
書
が
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
公
開
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

②
本
会
議
・
委
員
会
の
様
子
を
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
生
中
継

と
録
画
の
両
方
を
放
映
し
て
い
る

こ
と
、
③
全
議
員
の
個
別
の
賛
成

・
反
対
の
意
思
表
示
を
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
生
中
継
と
録
画
の
両

方
で
公
開
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
翌
日
に
は
見
や
す
い
一

覧
表
も
公
開
す
る
こ
と
、
④
会
議

の
日
程
や
会
議
で
議
論
さ
れ
る
市

長
提
出
及
び
議
員
提
出
等
の
議
案
、

請
願
本
文
を
、
会
議
の
２
日
前
ま

で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
す

る
こ
と
、
⑤
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

議
会
中
継
を
視
聴
で
き
る
こ
と
が

主
な
理
由
で
す
。

　

第
16
期
町
田
市
議
会
改
革
調
査

特
別
委
員
会
で
は
、
政
務
活
動
費

の
使
い
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
広
報
費
（
広
報

紙
な
ど
を
作
成
し
て
、
市
の
施
策

な
ど
を
市
民
に
報
告
し
広
報
す
る

た
め
に
要
す
る
経
費
）
に
つ
い
て

は
、
按
分
等
の
新
た
な
使
用
基
準

の
導
入
を
決
定
す
る
な
ど
の
議
会

改
革
も
行
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
住
民
参
画
の
取
り
組
み

で
す
が
、
昨
年
全
国
18
位
か
ら
、

今
年
は
３
位
に
上
が
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
⑦
１
７
０
０
人
に
も

及
ぶ
市
内
小
学
生
に
町
田
市
議
会

本
会
議
場
の
議
員
席
に
座
っ
て
も

ら
い
、
町
田
市
議
会
に
つ
い
て
知

っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
、
⑧
中
学
生

の
職
場
体
験
を
利
用
し
、
模
擬
選

挙
投
票
や
模
擬
議
会
・
委
員
会
の

開
催
を
行
っ
た
こ
と
、
⑨
高
校
生

と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
し
た
こ

と
、
⑩
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
団
体
と

意
見
交
換
会
を
行
っ
た
こ
と
が
主

な
理
由
で
す
。
市
民
団
体
と
の
意

見
交
換
会
は
、
今
後
ま
す
ま
す
活

発
化
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
⑪
請
願
者
本
人
が
、

参
考
人
と
し
て
委
員
会
で
発
言
で

き
、
そ
の
発
言
は
委
員
会
記
録
と

し
て
永
久
保
存
と
な
る
請
願
者
の

意
見
陳
述
は
、
住
民
参
画
の
観
点

か
ら
み
て
特
に
重
要
な
改
革
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
町
田
市
基
本
構

想
・
基
本
計
画
調
査
特
別
委
員
会

で
は
、
新
た
な
基
本
構
想
・
基
本

計
画
「
ま
ち
だ
未
来
づ
く
り
ビ
ジ

ョ
ン
２
０
４
０
」
の
審
査
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
⑫
市
議

会
独
自
に
大
学
生
や
、
市
民
団
体

等
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
広

く
市
民
の
意
見
を
吸
い
上
げ
る
試

み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
来
な
ら
、

大
学
生
と
直
接
意
見
交
換
を
行
う

計
画
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
と
な
り

ま
し
た
。

　

最
後
に
議
会
の
機
能
強
化
の
取

り
組
み
で
す
が
、
昨
年
全
国
26
位

か
ら
17
位
と
上
が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
、
⑬
町

田
市
議
会
事
業
継
続
計
画
（
町
田

市
議
会
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
を
作
成
し
た
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
大
規
模
な
災
害

が
発
生
し
た
時
、
町
田
市
議
会
は

何
を
す
べ
き
か
を
取
り
決
め
た
も

の
で
す
。
主
に
、
非
常
時
に
優
先

す
べ
き
通
常
業
務
を
検
討
し
ま
し

た
。
町
田
市
議
会
Ｂ
Ｃ
Ｐ
は
、
地

震
の
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
作
成
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
今
後
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
よ
う
な

ケ
ー
ス
の
事
業
継
続
計
画
も
作
成

す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
⑭
市
議
会
議
員
が
自
ら
提
出

し
た
「
町
田
市
産
業
振
興
基
本
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
も

大
き
な
理
由
の
一
つ
で
す
。
こ
の

条
例
は
市
で
行
う
工
事
等
に
つ
い

て
、
市
内
事
業
者
の
受
注
機
会
の

増
大
に
努
め
る
こ
と
な
ど
を
定
め

た
も
の
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
⑮
市

の
基
本
計
画
を
議
決
に
追
加
し
た

こ
と
も
順
位
が
上
が
っ
た
理
由
の

一
つ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
議
会
改
革
を
よ
り

推
進
し
な
が
ら
、
町
田
市
議
会
は

こ
れ
か
ら
も
、
市
民
の
方
と
よ
り

多
く
の
話
合
い
の
場
を
設
定
し
、

市
民
の
意
見
を
市
政
に
反
映
さ
せ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

早
稲
田
大
学
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
研

究
所
が
、
全
国
の
都
道
府
県
及
び

市
区
町
村
の
議
会
を
対
象
に
行
っ

た
議
会
改
革
度
調
査
で
、
こ
の
ほ

ど
町
田
市
議
会
は
、
全
国
３
位
、

　

東
京
都
内
で
は
、
10
年
連
続
１

位
に
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
ま
し
た
。

　

研
究
所
の
報
告
書
に
よ
る
と
、

全
国
１
４
３
３
議
会
に
お
い
て
、

67
項
目
の
調
査
を
行
い
そ
の
結
果
、

情
報
共
有
４
位
、
住
民
参
画
３
位
、

議
会
機
能
強
化
17
位
と
な
り
、
総

合
で
３
位
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
町
田
市
議
会
が
、
開
か
れ
た

議
会
を
目
指
し
、
町
田
市
に
と
っ

て
何
が
必
要
か
を
考
え
な
が
ら
、

市
民
と
一
緒
に
な
っ
て
活
動
し
て

い
き
た
い
と
常
に
考
え
て
実
行
し

て
い
る
成
果
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
昨
年
と
比

較
し
な
が
ら
議
会
改
革
の
現
状
を

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
情
報
共
有
の
取
り
組
み

で
す
が
、
昨
年
は
全
国
２
位
で
し

た
が
今
年
も
４
位
と
上
位
に
な
り

「
議
会
改
革
度
調
査
」で

全
国
３
位

第
49
号　
町
田
市
市
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

　

議
員　
第
２
条
改
正
の
う
ち
附

則
第
25
条
、
第
26
条
を
新
た
に
加

え
る
理
由
及
び
目
的
、
内
容
は
。

　

税
務
担
当
部
長　
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策

を
目
的
と
し
た
、
税
法
上
の
措
置

を
踏
ま
え
た
地
方
税
法
等
の
改
正

に
伴
う
も
の
で
す
。
附
則
第
25
条

は
、
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、

イ
ベ
ン
ト
中
止
等
を
し
た
事
業
者

に
対
し
て
、
チ
ケ
ッ
ト
の
払
戻
し

を
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
、
個
人

住
民
税
の
寄
附
金
控
除
の
対
象
と

す
る
も
の
で
す
。
附
則
第
26
条
は
、

感
染
症
の
影
響
で
入
居
が
期
限
に

遅
れ
た
場
合
で
も
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
で
、
個
人
住
民
税

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
対
象
と
す

る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
規
定
は

21
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。 　

議
員　
地
方
税
法
な
ど
が
基
と

な
る
徴
収
猶
予
特
例
の
内
容
は
。

　

税
務
担
当
部
長　
徴
収
猶
予
の

特
例
の
内
容
は
、
20
年
４
月
30
日

に
地
方
税
法
が
改
正
さ
れ
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
納
税
が
困
難
な
方
に
対
し
、
徴

収
猶
予
の
特
例
制
度
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。
対
象
は
、
事
業
等
に
関

わ
る
収
入
が
前
年
同
期
に
比
べ
、

お
お
む
ね
20
％
以
上
減
少
し
、
か

つ
一
時
的
に
納
税
を
行
う
こ
と
が

困
難
な
方
で
す
。
対
象
税
目
、
保

険
料
は
、
20
年
２
月
１
日
か
ら
21

年
１
月
31
日
ま
で
の
納
期
が
到
来

す
る
も
の
で
す
。
個
人
住
民
税
、

法
人
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽

自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
及

び
介
護
保
険
料
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
市
で
は
、
20
年
２
月

１
日
か
ら
21
年
３
月
31
日
ま
で
に

納
期
限
が
到
来
す
る
市
税
及
び
介

護
保
険
料
も
徴
収
猶
予
の
適
用
対

象
と
し
て
い
ま
す
。

　

議
員　
情
報
を
ど
の
よ
う
に
必

要
な
方
に
届
け
て
い
く
の
か
。

　

税
務
担
当
部
長　
相
談
に
来
た

方
、
全
て
に
対
し
て
徴
収
猶
予
が

３
月
31
日
ま
で
対
象
と
な
る
と
い

う
ご
案
内
を
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

本
会
議
の
　

本
会
議
の
　

　
質
疑
か
ら

　
質
疑
か
ら

条
例
・
そ
の
他

条
例
・
そ
の
他


